
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部からの操作により今回の計測を開始するとともに、前記今回の計測の開始まで保持
していた前回計測値表示情報に基づいて前回計測値の表示を開始し、その後、今回計測値
の表示を開始する計測器であって、
　前記今回計測値として安定した確定値を得るための計測条件の成立と前記計測に関する
エラー検出とをそれぞれ１のストップ条件として含む複数のストップ条件が規定されてお
り、
　前記今回の計測の開始から前記計測を繰り返して、前記複数のストップ条件のうちのい
ずれかが成立したときに、そのときの計測値を前記今回計測値とする計測手段と、
　前記複数のストップ条件のうちの前記エラー検出以外のいずれかのストップ条件が成立
したときに、前記今回計測値の表示のための今回計測値表示情報により前記前回計測値表
示情報を更新し、それ以外では、前記前回計測値表示情報を維持する記憶手段と、
　前記前回計測値の表示および前記今回計測値の表示を行う表示手段と、
を備えたことを特徴とする計測器。
【請求項２】
　前記計測の開始からの経過時間または測定回数に基づくアイドリング期間が定められて
おり、
　前記計測手段は、前記計測条件の成否を判別するに際して、前記アイドリング期間中の
計測値を無視することを特徴とする、請求項１に記載の計測器。
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【請求項３】
　前記計測条件の必要条件の１つとして、条件判別直前の計測値を含む予定の連続回数の
計測値の全てが予定の温度範囲内であり、且つ、その間の測定値により今回計測値として
確定すべき値が更新されていないこと、が含まれていることを特徴とする、請求項１また
は２に記載の計測器。
【請求項４】
　前記エラー検出には、
　当該計測器の電源となる電池の電圧が既定値外であることの検出と、
　当該計測器における計測の基準となる周波数が不正であることの検出と、
　計測値が示す温度が予定の温度範囲外であることの検出と、
のうちの少なくとも１の検出が含まれることを特徴とする、請求項１ないし３のいずれか
に記載の計測器。
【請求項５】
　前記表示手段以外の報知手段をさらに備え、
　前記計測手段は、前記計測条件の成否を判別するに際して、前記報知手段による報知か
ら一定の無視期間を経過するまでの計測値を無視することを特徴とする、請求項１ないし
４のいずれかに記載の計測器。
【請求項６】
　外部からの操作により今回の計測を開始するとともに、前記今回の計測の開始まで保持
していた前回計測値表示情報に基づいて前回計測値の表示を開始し、その後、今回計測値
の表示を開始する計測器の表示方法であって、
　前記今回計測値として安定した確定値を得るための計測条件の成立と前記計測に関する
エラー検出とをそれぞれ１のストップ条件として含む複数のストップ条件が規定されてお
り、
　前記今回の計測の開始から前記計測を繰り返して、前記複数のストップ条件のうちのい
ずれかが成立したときに、そのときの計測値を前記今回計測値として求め、
　前記複数のストップ条件のうちの前記エラー検出以外のいずれかのストップ条件が成立
したときに、前記今回計測値の表示のための今回計測値表示情報により前記前回計測値表
示情報を更新し、それ以外では、前記前回計測値表示情報を維持することを特徴とする計
測器の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、計測器に関し、特に計測に先立ち、前回の計測値を確認できる機能を備えた計
測器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来から、例えば電子体温計や電子血圧計などの計測器に対して、体温や血圧などの計
測に先立ち、前回の計測値を確認したいという要望がある。そして、このような要望に対
応した計測器として、例えば前回の測温値を表示する温度計測器（温度計）などが知られ
ている（特公平６－１００５０８号参照）。この種の従来の計測器では、電源などのスイ
ッチをオンにした直後に、前回の計測値（前回計測値）を表示した後、あらためて計測を
行い、その回の計測値（今回計測値）を表示する。すなわち、これにより、ユーザは、前
回計測値を確認してから所定時間後に今回計測値を確認できる（図３４参照）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　一般に、計測器には、正常な計測値が所定の計測値条件を満たすことが知られているも
のがある。例えば、計測対象が体温（すなわち体温計）の場合、法律上定められた測定範
囲は、３２～４２℃となっているが、生きている人間が確実に体温を測定すれば、生理学
上３５℃未満ということは有り得ない。すなわち、３５℃未満の値が前回計測値として表
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示された場合、それは体温計の例えばチャタリング等による作動不良（誤作動）やユーザ
の操作ミス（誤操作）などを要因とする誤計測によって計測された計測値（誤計測値）で
あると判断できる。しかし、従来の計測器では、誤作動や誤操作などの何らかの誤計測要
因によりこの種の誤計測が発生すると、次回計測時には、そのときの誤計測値を前回計測
値として表示してしまう。すなわち、このような誤計測値を前回計測値として確認しても
何等意味がないばかりでなく、一旦誤計測が発生してしまうと、それ以前の（正常な）前
回計測値を確認できなくなってしまう。
【０００４】
　本発明は、誤計測の発生の有無に拘らず、所定の計測値条件を満足する前回計測値を確
実に確認できる計測器およびその表示方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の計測器は、外部からの操作により今回の計測を開始するとともに、前記今回の
計測の開始まで保持していた前回計測値表示情報に基づいて前回計測値の表示を開始し、
その後、今回計測値の表示を開始する計測器であって、前記今回計測値として安定した確
定値を得るための計測条件の成立と前記計測に関するエラー検出とをそれぞれ１のストッ
プ条件として含む複数のストップ条件が規定されており、前記今回の計測の開始から前記
計測を繰り返して、前記複数のストップ条件のうちのいずれかが成立したときに、そのと
きの計測値を前記今回計測値とする計測手段と、前記複数のストップ条件のうちの前記エ
ラー検出以外のいずれかのストップ条件が成立したときに、前記今回計測値の表示のため
の今回計測値表示情報により前記前回計測値表示情報を更新し、それ以外では、前記前回
計測値表示情報を維持する記憶手段と、前記前回計測値の表示および前記今回計測値の表
示を行う表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明の表示方法は、外部からの操作により今回の計測を開始するとともに、前
記今回の計測の開始まで保持していた前回計測値表示情報に基づいて前回計測値の表示を
開始し、その後、今回計測値の表示を開始する計測器の表示方法であって、前記今回計測
値として安定した確定値を得るための計測条件の成立と前記計測に関するエラー検出とを
それぞれ１のストップ条件として含む複数のストップ条件が規定されており、前記今回の
計測の開始から前記計測を繰り返して、前記複数のストップ条件のうちのいずれかが成立
したときに、そのときの計測値を前記今回計測値として求め、前記複数のストップ条件の
うちの前記エラー検出以外のいずれかのストップ条件が成立したときに、前記今回計測値
の表示のための今回計測値表示情報により前記前回計測値表示情報を更新し、それ以外で
は、前記前回計測値表示情報を維持することを特徴とする。
【０００７】
　これらによれば、今回の計測まで保持していた前回計測値表示情報に基づいて前回計測
値の表示を行うので、前回計測値の確認ができる。また、前回計測値の更新条件となる所
定のストップ条件が成立したときに、今回計測値の表示のための今回計測値表示情報を、
次回の計測まで前回計測値表示情報として保持し、成立しないときに、それまで保持して
いた前回計測値表示情報を維持することで、成立したときにのみ前回計測値表示情報を更
新する。これにより、次回の計測では、次回から見ての前回（今回）の計測において前回
計測値表示情報が更新されたときには、それに基づく計測値（今回計測値）を前回計測値
として表示でき、次回から見ての前回（今回）の計測において前回計測値表示情報が更新
されなかったときには、次回から見ての前々回（今回から見ての前回）から保持していた
前回計測値表示情報に基づく計測値（前回計測値）を前回計測値として表示できる。この
ため、前回計測値の更新条件となるストップ条件を適切に定めておけば、たとえ今回の計
測において、誤作動や誤操作による誤計測が発生しても、次回の計測においては、正常な
計測により計測された最後の計測値を前回計測値として表示できる一方、今回の計測が正
常であれば、その計測値を次回の計測における前回計測値として表示できる。したがって
、誤計測の発生の有無に拘らず、所定の計測値条件を満足する前回計測値を確実に確認で
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きる。
【０００８】
　また、これらによれば、ストップ条件が成立するまで計測を繰り返して、ストップ条件
が成立したときの計測値を今回計測値として求めるが、複数のストップ条件が規定され、
その中には、今回計測値を確定させる計測条件の成立と、計測に関するエラーの検出と、
が含まれているので、計測条件が成立（すなわち今回計測値が確定）すれば、ストップし
て、そのときの計測値を今回計測値として確定できる一方、その前に計測に関する何らか
のエラーを検出すれば、その後、無駄な計測を続けることなく直ちにストップでき、この
場合、そのときの計測値を今回計測値とするので、不正な値、すなわち誤作動等による誤
計測であったと判断することが妥当である。これらに対して、前回計測値の更新条件とな
るストップ条件は、エラー検出以外のいずれかのストップ条件なので、エラー無しで計測
条件成立によりストップしたときには、今回確定された今回計測値の今回計測値表示情報
により前回計測値表示情報を更新できる一方、エラー検出によりストップしたときには、
前回計測値の更新条件が成立しないので、前回計測値表示情報を更新しないで、保持して
いた正常な計測時の前回計測値表示情報を維持できる。これにより、今回計測時の誤計測
の発生の有無に拘わらず、正常計測時の前回計測値表示情報の更新・維持ができ、次回の
計測時における正常な前回計測値の確認を確保できる。
【０００９】
　また、上述の計測器において、前記計測の開始からの経過時間または測定回数に基づく
アイドリング期間が定められており、前記計測手段は、前記計測条件の成否を判別するに
際して、前記アイドリング期間中の計測値を無視することが好ましい。
【００１０】
　これによれば、アイドリング期間を定め、その期間中の計測値を無視することにより、
今回計測値の信頼性を高めることができる。すなわち、一般に、計測器では、所定の計測
期間として、計測の開始から回路等が安定するまでの所定時間や所定の回数だけ試験的に
計測する試計測期間など、その間の計測値を無視する計測期間、すなわち、アイドリング
期間を設けることにより、今回計測値の信頼性を高められる。
【００１１】
　また、上述の各計測器において、前記計測条件の必要条件の１つとして、条件判別直前
の計測値を含む予定の連続回数の計測値の全てが予定の温度範囲内であり、且つ、その間
の測定値により今回計測値として確定すべき値が更新されていないこと、が含まれている
ことが好ましい。
【００１２】
　これによれば、計測条件の必要条件の１つとして、条件判別直前の計測値を含む予定の
連続回数（例えば４回）の計測値の全てが予定の温度範囲内（例えば体温計の場合の３２
℃～４２℃等）であり、且つ、その間の測定値により今回計測値として確定すべき値が更
新されていないこと、が含まれるので、予定の温度範囲内に安定（収束）したときに、計
測条件が成立する（すなわち今回計測値が確定される）ことになり、誤作動・誤操作等に
よる異常な計測値が確定されて、それにより前回計測値表示情報が更新されるのを防止で
き、これにより、誤計測の発生の有無に拘らず、所定の計測値条件を満足する前回計測値
を確実に確認できる。
【００１３】
　また、上述の各計測器において、前記エラー検出には、当該計測器の電源となる電池の
電圧が既定値外であることの検出と、当該計測器における計測の基準となる周波数が不正
であることの検出と、計測値が示す温度が予定の温度範囲外であることの検出と、のうち
の少なくとも１の検出が含まれることが好ましい。
【００１４】
　これによれば、電池電圧異常や周波数異常や測温値異常などをエラーとして検出でき、
エラーを検出すれば、計測をストップし、この場合、前回計測値の更新条件が成立しない
ので、前回計測値表示情報を更新しないで、保持していた正常な計測時の前回計測値表示
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情報を維持できる。
【００１５】
　また、上述の各計測器において、前記表示手段以外の報知手段をさらに備え、前記計測
手段は、前記計測条件の成否を判別するに際して、前記報知手段による報知から一定の無
視期間を経過するまでの計測値を無視することが好ましい。
【００１６】
　例えば外部からの操作となるスイッチ操作時のクリック音など、表示手段以外の報知手
段を備えている場合、その報知によって、例えば電源電圧変動など、計測環境に影響する
ことがある。これによれば、これらの報知から一定の無視期間を経過するまでの計測値を
無視することにより、今回計測値の信頼性を高めることができる。
【００１７】
　上述の各計測器において、計測対象が体温であることが好ましい。これによれば、上述
の各種利点を有しつつ、体温計として機能する。また、この場合、前記計測条件には、計
測値が３５℃以上の値であることが含まれることが好ましい。また、エラー検出には、３
５℃未満の検出が含まれることが好ましい。前述のように、計測対象が体温の場合、生き
ている人間が確実に体温を測定すれば、生理学上３５℃未満ということは有り得ない。こ
れらの計測器、すなわち体温計では、３５℃以上の値であること計測条件とし、または３
５℃未満をエラー検出するので、誤作動や誤操作により今回の測温値が３５℃未満となっ
た場合、前回計測値の更新条件を満足せず、それまでの正常な計測値範囲の（すなわち３
５℃以上を示す）前回計測値表示情報を更新しない。一方、今回の測温値が３５℃以上の
場合、計測値の更新条件を満足するので、今回の正常な測温値を示す今回計測値表示情報
により前回計測値表示情報を更新する。したがって、この計測器（体温計）では、３５℃
未満の測温値になるという誤計測の発生の有無に拘らず、３５℃以上の所定の計測値条件
を満足する前回計測値を確実に確認できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係る計測器およびその表示方法を適用した電子体温計につい
て、添付図面を参照しながら詳細に説明する。ここで例示する電子体温計は、実測式の測
温部（感温部）一体型でその全体が防浸性を有する一般用抵抗体温計に属するものである
。
【００１９】
図１および図２に示すように、この電子体温計１は、ＡＢＳ樹脂等から成る本体ケース１
０１を主体として全体が長さ１２６ｍｍ×幅１７ｍｍ×高さ１０ｍｍの細長い流線型を成
し、その先端部に感温部２を、やや後寄りの中央部にはその表面にポリエステル樹脂やポ
リエステルフィルム等から成るカバーガラス１０２で表面が覆われた表示部３を、後端部
には電源部４を備え、後端面に電源スイッチ（以下単に「スイッチ」）ＳＷが配設されて
いる。なお、裏面には、型番や製造元等を示す銘板１０３、製造年／番号等の刻印１０４
などが付される。
【００２０】
また、電子体温計１には、図３に示すように、カスタム集積回路（以下「ＩＣ」））５を
中心とする電気回路が組み込まれている。また、図示の回路部品のうち、サーミスタＴＨ
、圧電ブザーＢＺ、電池ＢＴ、スイッチＳＷ、および液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）６以外
は、回路基板７上に配設されている（図４～６参照）。
【００２１】
サーミスタＴＨは、図４および図５に示すように、エポキシ樹脂２０１で覆われた状態で
リードワイヤＬＷを介して回路基板７に接続されるとともに、エポキシ接着剤２０２によ
りステンレス（ＳＵＳ）等からなるセンサキャップ２０３内に実装され、感温部２を構成
している。なお、この感温部２は、本体ケース１０１に接着固定され、シーリングされた
状態で防浸性を保持している。
【００２２】
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圧電ブザーＢＺは、スイッチＳＷ操作時のクリック音や検温終了時のアラーム音として音
による報知（以下単に「アラーム報知」：図２２参照）を行う報知手段であり、図６に示
すように、表示部３の下部に実装され、ブザーリード端子ＢＬＴを介して回路基板７に接
続される。
【００２３】
電池ＢＴは、同図に示すように、本体ケース１０１と同様のＡＢＳ樹脂等から成る電池蓋
４０１の内側に装着され、電源リード端子ＶＬＴを介して回路基板７に接続される。また
、スイッチＳＷは、電池蓋４０１の後端に配設されＡＢＳ樹脂等から成るスイッチボタン
４０２を介して、回路基板７に接続されたスイッチ端子ＳＷＴを押すことにより、スイッ
チとしての機能を果たすように構成されている。なお、電池蓋４０１およびスイッチボタ
ン４０２は、Ｏリング（パッキン）によりシーリングされて、防浸性を保持している。
【００２４】
ＬＣＤ６は、同図に示すように、ＬＣＤパネル３０２上に実装され、ＰＯＭ樹脂等からな
るパネル枠３０３に固定され、図外のリードワイヤを介して回路基板７に接続される。な
お、ＬＣＤパネル３０２の上部には、外部からＬＣＤ６が見えるように、ＡＳ樹脂等から
成る表示部ガラス３０１が配設され、本体ケース１０１と超音波溶着法により溶融固定さ
れ、防浸性を保持している。
【００２５】
回路基板７に実装されたＩＣ５は、図３に示すように、端子ＶＳＳと端子ＶＤＤとの間に
接続された１．５Ｖの電池ＢＴを電源として、１．２～１．８Ｖの動作電圧で動作する。
また、図７に示すように、電源部４の回路として、電源外付けの２つの昇圧コンデンサＣ
１、Ｃ２により２倍まで昇圧可能な電源・昇圧回路４１と、電池ＢＴの電圧が規定電圧以
下になったことを検出する電池電圧低下検出（ＢＬＤ）回路４２を有している。
【００２６】
なお、この規定電圧は、ＢＬＤ回路４２を機能させるためのしきい値電圧として、回路基
板７の回路パターンの接続／切断（ボンディングオプション）により調整できるようにな
っていて、ここでは、２本（２ビット）の回路パターンｂｓ０、ｂｓ１の電源電圧しきい
値回路パターンＢＳＰのボンディングオプションにより４通りの中から選択・設定できる
。
【００２７】
また、ＩＣ５のスイッチＳＷと接続されるＩＣ５の端子には、誤動作を防止するための所
定のチャタリング防止期間に基づいて設定された内蔵のチャタリング防止回路（図示せず
）が接続されている。この電子体温計１では、所定のチャタリング防止期間を３２～６３
ｍｓの範囲の所定時間として定めている（図２１参照）。
【００２８】
また、ＩＣ５は、図３および図７に示すように、外付けの発振抵抗Ｒ１と内蔵コンデンサ
により約３２ＫＨｚの発振（原発振）ＧＣを行い電子体温計１の基本クロックを生成する
発振回路５１と、その基本クロックの各種分周クロックなどを生成するために分周カウン
ト等を行うカウンタ５２と、そのカウント結果の出力に基づいて他の各回路を制御する制
御回路５３を有している。
【００２９】
また、ＩＣ５は、制御回路５３の制御プログラムや測温値（体温）を算出するための直線
近似データ（図８参照）を記憶するＲＯＭ５５と、作業領域として使用するＲＡＭ５６と
、制御回路５３の指示に従いＲＯＭ５５やＲＡＭ５６のデータ等を使用して測温値を求め
るなどの演算処理を行う演算処理部５４を有している。
【００３０】
なお、ＲＡＭ５６は電池ＢＴの電源によりバックアップされていて（またはＥＥＰＲＯＭ
等で構成されており）、電源オフ時にも後述の今回値表示情報（今回計測値情報：図２０
のＳ２０参照）などのデータを保持可能になっている。
【００３１】
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　また、ＩＣ５は、制御回路５３の指示に従って温度を検出するための温度検出部２０の
回路を有している。この温度検出部２０は、外付けの基準抵抗ＲＳと変換コンデンサＣＳ
による基準の充放電発振（基準発振）ＳＣ、および、外付けのサーミスタＴＨと変換コン
デンサＣＳによる測温のための充放電発振（測温発振）ＴＣ（図２１参照）を行う測温発
振回路２１と、所定の時間（図２１では１．０秒（１．０ｓ））におけるそれらの充放電
回数（すなわち基準の充放電回数Ｎｓ（基準発振周波数Ｆｓ）および測温の充放電回数Ｎ
ｔ（測温発振周波数Ｆｔ））をカウントするカウンタ２２を有している。
【００３２】
このＩＣ５では、まず、いわゆる周波数比較方式によりサーミスタＴＨの温度依存の抵抗
値Ｒｔを検出する。すなわち、基準発振ＳＣの時定数τｓ（＝基準抵抗ＲＳの抵抗値Ｒｓ
×変換コンデンサＣＳの静電容量Ｃｓ）と測温発振ＴＣの時定数τｔ（＝サーミスタＴＨ
の測温時の抵抗値Ｒｔ×静電容量Ｃｓ）の比τｓ／τｔ＝Ｒｓ／Ｒｔが、それらの発振周
波数Ｆｓと発振周波数Ｆｔの比の逆数Ｆｔ／Ｆｓ＝Ｎｔ／Ｎｓに等しくなり、これにより
、
τｓ／τｔ＝Ｒｓ／Ｒｔ＝Ｆｔ／Ｆｓ＝Ｎｔ／Ｎｓ　　　　　……（１）式
の関係が成立するので、測温時のサーミスタＴＨの抵抗値Ｒｔを、
Ｒｔ＝Ｒｓ・Ｎｓ／Ｎｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　……（２）式
により算出する。
【００３３】
ここで、上述のＲｓ・Ｎｓは回路定数から決定される既知の値なので、抵抗値Ｒｔは、カ
ウンタ２２からのカウント出力である測温の充放電回数Ｎｔが求まれば、求めることがで
きる。ただし、ＩＣ５では、１回の計測において基準発振ＳＣと測温発振ＴＣを１組とし
、実際の測温発振ＴＣに先立つ基準発振ＳＣにおいて、カウンタ２２の機能確認を兼ねて
基準の充放電回数Ｎｓを求め、既知の値と比較することにより、計測に万全を期している
（図１５、図２１参照）。もちろん、この基準発振ＳＣやそれによる比較・確認は省略も
可能である。
【００３４】
次に、ＩＣ５では、ＲＯＭ５６から温度と抵抗値Ｒｔとの関係を示す直線近似データ（図
８参照）を読み出し、その直線近似データに基づいて測温値（体温）を求め、その結果を
表示部３に表示する。
【００３５】
このＩＣ５における検温範囲、すなわち、電子体温計１における測温範囲は、３２～４２
℃（８９．６０～１０７．６０°Ｆ）、表示分解能は、０．０１℃（０．０１°Ｆ）、精
度±０．０５℃（３５～３９℃、その他のレンジでは±０．１℃：室温２３℃±５℃）と
規定されていて、ＩＣ５は、ＩＣ５自体その他の製造ばらつきなどに対して、カウンタ２
２の論理を調整するための論理調整回路２３を有している。
【００３６】
この論理調整回路２３では、７本（７ビット）の回路パターンｔｌ０～ｔｌ７の論理精度
調整パターンＴＬＰのボンディングオプションにより、０．００５℃／ビットの調整が可
能である（図３、４、７参照）。
【００３７】
また、ＩＣ５は、測温値などの計測結果などを表示する表示部３の回路として、上述した
測温値等のデータをＬＣＤ表示用データに変換するＬＣＤデコーダ３２と、そのＬＣＤ表
示用データに基づいてＬＣＤ６を駆動するＬＣＤドライバ３１とを有している。
【００３８】
電子体温計１は、ＩＣ５のマスク情報を一部変更したオプション（マスクオプション）ま
たは回路基板７上のボンディングオプションにより、表示部３のＬＣＤ６として、種々の
タイプを使用できる。図９と図１０は、ＬＣＤ６のそれぞれ別のタイプの例を示している
。
【００３９】
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図９のＬＣＤ６Ａは、図（ａ）に示すように、小数点以下第２位までの基本的な数値（測
温値：体温）を表示するための、小数点セグメント６２およびそれぞれ７セグメントから
成る４桁の数値セグメント６１と、その右上に、「℃」の表示セグメント６３と、その下
に、電池ＢＴの電圧が規定電圧以下になったことを示すＢＬＤマーク（▽マーク）の表示
セグメント６４と、を有している。
【００４０】
一方、図１０のＬＣＤ６Ｂは、図（ａ）に示すように、小数点以下第１位までの数値を表
示するための、小数点セグメント６２、最上位に「１」の表示ができる２セグメントから
成る１桁の数値セグメント６５、および、それぞれ７セグメントから成る３桁の数値セグ
メント６１と、その右上に「℃」または「°Ｆ」の両方の表示ができる「°Ｅ」の表示セ
グメント６６と、その下に、ＢＬＤマークの表示セグメント６４と、を有し、主に米国等
で使用される華氏の単位「°Ｆ」を用いた測温にも対応できるようになっている。
【００４１】
図９（ａ）や図１０（ａ）の全セグメントを点灯させた表示（全点灯表示）は、後述の今
回値表示において、２回目計測が終了する前に表示条件が成立したときの表示に用いられ
（図２１参照）、この全点灯表示では、全セグメントが点灯するので、ＬＣＤ６等の正常
作動の確認などに利用できる。
【００４２】
また、ＩＣ５は、測温値（仮確定値または今回計測値）が、電子体温計１の測温範囲（Ｉ
Ｃ５の検温範囲）である３２．００～４２．００℃（８９．６～１０７．６°Ｆ）の下限
値（３２．００℃（８９．６°Ｆ））未満のときには、両図（ｂ）のように「Ｌ」（低温
値表示）を表示し、正常範囲（測温範囲）のときには、同図（ｃ）のようにその測温値（
計測値表示：仮確定値表示または今回計測値表示）を表示し、上限値（４２．００℃（１
０７．６°Ｆ））を超えたときには、同図（ｄ）のようにブランク（高温度表示）を表示
する（図１６参照）。
【００４３】
また、ＩＣ５は、計測の進行状況や計測値に拘らず、電池ＢＴの電圧が規定電圧以下にな
ったときには、同図（ｅ）に示すように、ＢＬＤマーク（ＢＬＤ表示）を表示する。
【００４４】
なお、同図（ｄ）の高温度表示は、ＩＣ５のマスクオプションまたは回路基板７のボンデ
ィングオプションにより、点線で示す「Ｈ」の表示に変更できる。
【００４５】
また、同図（ｂ）～（ｄ）の「℃」または「°Ｆ」の表示は、後述の計測条件が成立し、
今回計測値が確定した後には、点灯表示に変化するが（図１１のｋ参照）、それ以前の計
測中には、計測中を示すために点滅表示される（図１１のｊ参照）。
【００４６】
このため、電子体温計１では、後述の２回目計測が終了する前に表示条件が成立したとき
には（図１１の▲３▼▲５▼、図２１～図２３参照）、今回値表示において、計測中を示
す上述の全点灯表示の後、仮確定値の表示とともに「℃」または「°Ｆ」を点滅表示させ
る（図１１の▲６▼▲７▼ｊ参照）。また、２回目計測が終了後に表示条件が成立したと
き（図１１の▲３▼▲６▼参照）も、今回計測値確定前には（図１１のｄ参照）、仮確定
値の表示とともに「℃」または「°Ｆ」の点滅表示が行われる（図１１の▲７▼ｊ、図２
４参照）。
【００４７】
したがって、この電子体温計１では、計測条件が成立する前に表示条件が成立した場合、
すなわち、後述の今回計測値が確定する前に、前回値表示が今回値表示に切り替わった場
合（図２１、図２２参照）、今回値表示として、刻々と変化する仮確定値や計測中を示す
表示（全点灯表示、「℃」または「°Ｆ」の点滅表示）を行うので、ユーザは、計測中で
あることを知ることができ、計測をしているという安心感が得られる。
【００４８】
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また、仮確定値とともに計測中を示す表示（「℃」または「°Ｆ」の点滅表示）を行うこ
とにより、仮確定値が一定の値に安定してきた場合でも、それを今回計測値として誤認す
るのを防止できる。
【００４９】
図１１は、上述のようなＬＣＤ６の表示の種別、切替条件および表示データの流れを示す
イメージ図である。例えば、同図の▲１▼「電池電圧が規定電圧以下」の条件が成立する
と、ＬＣＤ表示データとしてＢＬＤ表示データが選択される。すなわち、ＬＣＤ６の表示
はＢＬＤ表示となる（図９（ｅ）、図１０（ｅ）参照）。このような場合、以下の説明で
は、▲１▼のルートが確保されたものとして「ＬＣＤ表示←ＢＬＤ表示」のように表現し
、フローチャート上も同様に示す（図１２のＳ２参照）。
【００５０】
なお、上述の表現は、ハードウェア（論理回路）上、あるいはソフトウェアで処理する場
合であっても、選択・切替回路や選択・切替処理上のデータの流れ（ルート）を確保する
ものなので、通常のフローチャート上のデータの代入文とは異なる。
【００５１】
例えば、後述の例のように、▲２▼「ＬＣＤ表示←前回値表示」と▲５▼「今回値表示←
全点灯表示」のルートが確保されてる状態で、▲３▼（表示条件成立により）「ＬＣＤ表
示←今回値表示」が確保されると、「ＬＣＤ表示←今回値表示←全点灯表示」のルートが
確保され、その結果、ＬＣＤ６は、図９（ａ）または図１０（ａ）で前述のような全点灯
表示となる。すなわち、「ＬＣＤ表示←全点灯表示」のルートが確保されたことになる。
【００５２】
また、同様に、その後、▲６▼「今回値表示←計測値表示」に切り替えると（ルートが確
保されると）、「ＬＣＤ表示←今回値表示←計測値表示」となるので、ＬＣＤ表示は計測
値表示となる。計測値表示では、図９および図１０で前述のように、数値部分の表示と点
滅表示の単位（℃または°Ｆ）部分の表示から成る計測条件未成立の間の仮確定値表示か
、数値部分と点灯表示の単位の表示から成る計測条件成立後の今回計測値表示のいずれか
の表示となる。
【００５３】
また、同図に示すように、本実施形態における表示条件は、ａ「初回計測終了後」および
ｂ「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」と定めている。なお、この表示条件は、前回値表示から今回
値表示に切り替えるための条件なので、その前提としてｆ「前回値表示中」の条件も表示
条件に含まれている。
【００５４】
また、計測条件は、ｃ「初回計測値を除くこと」、ｄ「今回計測値を確定するためには、
所定範囲内（３２～４２℃）で連続４回最大値の更新がないこと」およびｅ「アラーム後
、所定時間（３秒）の計測値を除くこと」と定めている。表示条件や計測条件については
、さらに後述する。
【００５５】
次に、電子体温計１の制御全体の処理フローについて、上述の図１１のイメージ図および
主要タイミングを示す図２１～図２６のタイムチャートを参照しつつ、図１２以降に基づ
いて説明する。
【００５６】
計測（測温）や表示に関する最初の処理として、まず、ＳＷ－ＣＬＯＳＥ処理は、図１２
に示すように、スイッチＳＷを押すことにより発生する割り込み（ＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込
）により起動される。
【００５７】
なお、以下の説明では、電源スイッチを兼ねた前述のスイッチＳＷを使用することを前提
とするが、電源オン後の状態において他のスイッチを利用して本処理を起動する構成にす
ることもできる。また、以下では、ＲＯＭ５５の制御プログラム等に基づいてソフトウェ
ア的に処理するように説明するが、以下の処理は、基本的に、カスタム集積回路（ＩＣ５
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）によって実行される処理なので、以下の処理の全部または一部をハードウェア（論理回
路等）で実現することもできる。
【００５８】
ＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込により本処理が起動（開始）すると、図１２に示すように、電源電
圧は充分か否か、すなわち、電池電源が規定電圧を維持しているか否かを判別し（Ｓ１）
、充分でないとき（Ｓ１：Ｎｏ）には、「ＬＣＤ表示←ＢＬＤ表示」に切り替え（Ｓ２：
図１１の▲１▼）、ユーザが確認できるように１分経過するまで待ってから（Ｓ３）、ス
トップする（Ｓ４：ＳＴＯＰ処理については図２０で後述する）。
【００５９】
また、電源電圧が充分なときには（Ｓ１：Ｙｅｓ）、次に、測温許可フラグがオンか否か
（ＴＳＦ＝０か否か）を判別する（Ｓ５）。この測温許可フラグがオン（ＴＳＦ＝１）の
ときは（Ｓ５：Ｎｏ）、ＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込以前がオン状態にあったことを意味し、こ
のＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込はオフ操作のためのものなので、次に、ストップする（Ｓ４）。
【００６０】
　また、測温許可フラグがオフ（ＴＳＦ＝０）のときは（Ｓ５：Ｙｅｓ）、ＳＷ－ＣＬＯ
ＳＥ割込以前がオフ状態にあったことを意味し、このＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込はオン操作の
ためのものなので、次に、測温許可フラグをオン（ＴＳＦ＝１）にし（Ｓ６）、計測開始
処理を行った（Ｓ７：図１４参照）後、何らかの割込が発生して（Ｓ９：Ｙｅｓ）、対応
する割込処理を行う（Ｓ１０）まで、待機（ＷＡＩＴ）する（Ｓ８）。
【００６１】
ここで、電源電圧が規定電圧を維持しているか否かは、上述のＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込発生
時以外にも、ＢＬＤ回路４２により随時チェックされていて、規定電圧以下になると、Ｂ
ＬＤ割込が発生して、図１３に示すように、ＢＬＤ表示処理を起動する。すなわち、この
処理が起動されると、まず、「ＬＣＤ表示←ＢＬＤ表示」の切替えを行い（Ｓ１１：図１
１の▲１▼）、ユーザが確認できるように１分経過するまで待ってから（Ｓ１２）、スト
ップする（Ｓ１３）。
【００６２】
　また、上述の測温許可フラグオン（Ｓ６）の後、計測開始処理（Ｓ７）が起動されると
、図１４に示すように、まず、チャタリング防止期間ｔｃｈ（図２１の例では、３２～６
３ｍｓ）が経過するまで待った（Ｓ２１）後、発振回路５１による原発振ＧＣを開始し（
Ｓ２２）、カウンタ５２による分周カウント等の期間（以下「分周期間」：同例では１０
０ｍｓ）が経過後（Ｓ２３）、測温発振回路２１およびカウンタ２２による基準発振ＳＣ
～測温発振ＴＣおよびその充放電回数のカウント（Ｎｓ、Ｎｔ）を開始し（Ｓ２４）、初
回測温フラグをオン（Ｔ１Ｆ＝１）にする（Ｓ２５）。
【００６３】
すなわち、基準発振ＳＣ～測温発振ＴＣの開始によって今回の計測を開始し（Ｓ２４）、
初回測温であることを明示するとともに、その初回測温による測温値を無視するための準
備として初回測温フラグをオン（Ｔ１Ｆ＝１）にする（Ｓ２５）。
【００６４】
初回測温フラグをオン（Ｔ１Ｆ＝１）にすると（Ｓ２５）、次に、「今回値表示←全点灯
表示」を設定し（Ｓ２６：図１１の▲５▼）、続いて、「ＬＣＤ表示←前回値表示」を設
定した（Ｓ２７：図１１の▲２▼）後、表示切替許可フラグをオン（ＤＳＦ＝１）にし（
Ｓ２８）、処理を終了する（Ｓ２９）。
【００６５】
なお、上述の処理において基準発振ＳＣ～測温発振ＴＣの開始（Ｓ２５）～表示切替許可
フラグオン（Ｓ２８）の処理は、処理順が前後しても支障のないものであり、特にこれら
の処理をハードウェア（論理回路等）で実現する場合、ほぼ同時に実行できる。すなわち
、計測に関する処理（Ｓ２４、Ｓ２５）と表示に関する処理（Ｓ２６～Ｓ２８）とを相前
後してほぼ同時に実行できる。
【００６６】
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上述のように、電子体温計１では、今回の計測の開始とほぼ同時に、前回計測値の表示を
開始（Ｓ７）するので、前回計測値の表示により前回計測値の確認ができる。また、今回
の計測の期間と表示条件が成立するまでの前回計測値の表示の期間とを重複させることが
できる（両期間が並行して経過する）ので、前回計測値の表示の期間に今回の計測を進め
ることができる（図２１、図２２参照）。
【００６７】
基準発振ＳＣ～測温発振ＴＣおよびその充放電回数のカウント（Ｎｓ、Ｎｔ）が開始され
（Ｓ２４）、まず、初回計測の基準発振ＳＣおよびその充放電回数の基準カウント値Ｎｓ
がカウントされると、基準発振終了割込が発生し、図１５に示すように、基準発振周波数
確認処理が起動される。
【００６８】
基準発振周波数確認処理が起動されると、同図に示すように、基準カウント値、すなわち
基準の充放電回数Ｎｓを取得し（Ｓ３１）、基準カウント値を確認、すなわち既知の値と
検出した値とを比較した（Ｓ３２）後、一致していれば（Ｓ３３：Ｙｅｓ）、処理を終了
し（Ｓ３４）、一致していないときには（Ｓ３３：Ｎｏ）、エラー報知（ブザーＢＺによ
るアラーム報知）をした（Ｓ３５）後、ストップする（Ｓ３６）。この処理は、２回目以
降の計測についても同様に行われる。
【００６９】
なお、前述のように、この処理はカウンタ２２の機能確認を兼ねて計測に万全を期すため
のものであり、省略も可能である。また、ここでは、アラーム報知としたが、図１０のＬ
ＣＤ６Ｂの場合、その右上に「°Ｅ」の表示セグメント６６を有しているので、「Ｅ」の
みを表示してエラー表示とするなど、適宜変更できる。
【００７０】
基準発振周波数確認処理が終了して、測温発振ＴＣおよびその充放電回数の測温カウント
値Ｎｔがカウントされると、測温発振終了割込が発生し、図１６に示すように、測温処理
が起動される。
【００７１】
測温処理が起動されると、同図に示すように、まず、２回目以降（Ｔ２Ｆ＝１）か否かを
判別し（Ｓ４１）、２回目以降でないときには（Ｓ４１：Ｎｏ）、次に、初回測温（Ｔ１
Ｆ＝１）か否かを判別して（Ｓ４２）、初回測温でもないときには（Ｓ４２：Ｎｏ）、予
定されていない（誤作動などによる）割込の発生なので、何も処理しないで終了する（Ｓ
４７）。なお、ここで、エラー報知などをするようにしても良い。
【００７２】
初回測温（Ｔ１Ｆ＝１）のときには（Ｓ４２：Ｙｅｓ）、初回測温による測温値を無視し
て、初回測温フラグをオフ（Ｔ１Ｆ＝０）にし（Ｓ４３）、２回目以降の測温の準備とし
て、初回測温終了フラグをオン（Ｔ２Ｆ＝１）にする（Ｓ４４）。
【００７３】
次に、最大カウント値の初期化、すなわち連続４回の最大値履歴用の変数ＭＡＸＣ１～Ｍ
ＡＸＣ４と最近の測温値用の変数ＭＡＸＣＣを初期化（＝０）した（Ｓ４５）後、表示切
替処理を行って（Ｓ４６）、処理を終了する（Ｓ４７）。
【００７４】
一般に、計測器では、所定の計測期間として、計測の開始から回路等が安定するまでの所
定時間や所定の回数だけ試験的に計測する試計測期間など、その間の計測値を無視する計
測期間、すなわち、アイドリング期間を設けることにより、今回計測値の信頼性を高めら
れる。
【００７５】
例えば、電子体温計では、計量法に基づく電子体温計の検定時において、恒温水槽中等の
温度の安定した被測温物の温度測定をする場合、１回目の測温発振時の温度値がサーミス
タの発熱により１／１００℃程度高めに外れることがある。
【００７６】
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そこで、電子体温計１では、計測条件として初回計測値を除き（図１１のｃ参照）、すな
わち、上述のように、初回計測値を無視することにより、初回の測温発振時における誤測
温（誤計測）などのリスクを回避して、今回計測値の信頼性を高めるようにしている。
【００７７】
一方、この期間は、表示条件が成立するまでの前回計測値の表示期間と重複させることが
できる。すなわち、前回計測値の表示期間と重複させれば、同等の期間を従来のものに設
けたときと比べて、表示条件が成立するまでの期間分だけ、今回計測値が確認できるまで
の期間を短縮できる。
【００７８】
そこで、電子体温計１では、表示条件としても初回計測を試計測としている（図１１の▲
５▼▲６▼ａ、図２２参照）。すなわち、前回値表示中も測温発振することにより測温回
路のアイドリングができるので、回路動作が安定し、より正確な測温が可能となり、これ
により、前回計測値を確認した後、より信頼性の高い今回計測値をより早く確認できる。
【００７９】
上述した図１６の表示切替処理（Ｓ４６）が起動されると、図１７に示すように、まず、
表示切替が許可されている（ＤＳＦ＝１）か否か、すなわち、ＬＣＤ表示が前回値表示中
か否かを判別し（Ｓ５１）、誤作動などにより前回値表示になっていないか、あるいは、
すでに今回値表示に切り替えられていて前回値表示中でないときには（Ｓ５１：Ｎｏ）、
表示切替は不適当、あるいは不要なので、そのまま何もしないで、処理を終了する（Ｓ５
５）。
【００８０】
前回値表示中で表示切替が許可されているときには（Ｓ５１：Ｙｅｓ）、表示条件が成立
しているか否かを判別し（Ｓ５２）、成立しているときには（Ｓ５２：Ｙｅｓ）、「ＬＣ
Ｄ表示←今回値表示」（図１１の▲３▼）に切り替えた（Ｓ５３）後、表示切替許可フラ
グをオフ（ＤＳＦ＝０）にしてから（Ｓ５４）、処理を終了する（Ｓ５５）。成立してい
ないときには（Ｓ５２：Ｎｏ）、そのまま、処理を終了する（Ｓ５５）。
【００８１】
図１１で前述のように、本実施形態における表示条件は、ａ「初回計測終了後」およびｂ
「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」と定めている。このため、図１６の測温処理において、初回計
測終了後（ＴＳＦ＝１）の条件が成立してから図１７の表示切替処理（図１６のＳ４６）
を起動しても、「ＬＣＤ表示←今回値表示」の切替え（Ｓ５３）は行われず、その後、ｂ
「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」の条件が成立したときに、切り替えられる（図２１、図２２参
照）。
【００８２】
そこで、次に、スイッチＳＷを離すことにより発生する割り込み（ＳＷ－ＯＰＥＮ割込）
により、ＳＷ－ＯＰＥＮ処理が起動されると、図１８に示すように、まず、測温が許可さ
れている（ＴＳＦ＝１）か否かを判別する（Ｓ６１）。許可されていない（ＴＳＦ＝０の
）ときには（Ｓ６１：Ｎｏ）、ＳＷ－ＯＰＥＮ割込以前がオフ状態にあったことを意味す
る。
【００８３】
すなわち、その前のＳＷ－ＣＬＯＳＥ処理が図１２で前述のオフ操作のためのものであり
（図１２のＳ５：Ｎｏ）、次に、ストップ（Ｓ４：図２０参照）が実行されるので、何も
しないで処理を終了する（Ｓ６４）。もっとも、スイッチＳＷが電源スイッチを兼ねてい
る場合、オフと判別される（Ｓ６１：Ｎｏ）前に電源オフとなり（図２０のＳ９６）、本
処理自体が実行されないので、この判別処理（Ｓ６１）は測温が許可されていること（Ｓ
６１：Ｙｅｓ）の確認的な処理となる。
【００８４】
測温が許可されているときには（Ｓ６１：Ｙｅｓ）、次に、ＳＷオン－ＯＰＥＮフラグを
オン（ＳＯＰＦ＝１）にした（Ｓ６２）後、表示切替処理を行って（Ｓ６３）、処理を終
了する（Ｓ６４）。
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【００８５】
上述の図１８の表示切替処理（Ｓ６３）が起動されると、前述と同様に、図１７の表示切
替処理が行われ、図１８のＳＷ－ＯＰＥＮ処理が起動される前に図１１のａ「初回計測終
了後」（ＴＳＦ＝１）の条件が成立していれば、「ＬＣＤ表示←今回値表示」の切替え（
Ｓ５３）が行われる。また、ａ「初回計測終了後」（ＴＳＦ＝１）の条件が成立していな
ければ、「ＬＣＤ表示←今回値表示」の切替え（Ｓ５３）は行われず、その後、ａ「初回
計測終了後」の条件が成立したときに、切り替えられる（図２３参照）。
【００８６】
ところで、本実施形態の電子体温計１では、ＳＷ－ＯＰＥＮ処理は、上述の表示条件にの
み使用され、他の処理のトリガ等になるものではない。すなわち、表示条件として用いな
い場合には、ＳＷ－ＯＰＥＮ処理は不要である。
【００８７】
すなわち、前述の従来の温度計測器では、オン操作を構成するスイッチを押す（閉：ＣＬ
ＯＳＥ）操作（第１切替操作）と離す（開：ＯＰＥＮ）操作（第２切替操作）の２操作が
、それぞれ前回計測値の表示開始のトリガと今回計測の開始のためのトリガとなっていた
ため、キースイッチなどの２操作を要するオン操作手段が必須となっていたが、この電子
体温計１（計測器）では、第２切替操作を表示条件として用いない限り、単一のトリガで
よいので、単一の操作でオン操作可能なスライドスイッチやロータリースイッチなども適
用でき、その場合、スイッチ等の操作数も半減できる。
【００８８】
また、２操作を要するオン操作手段が必須でないことから、本実施形態のスイッチＳＷ（
構成的にはキースイッチの一種）などのように、オン操作手段が２操作を要する手段であ
る場合であっても、その第１切替操作により、今回の計測を開始することができ、第２切
替操作により今回の計測を開始する従来のものより、より早く今回計測値を求めることが
できる。
【００８９】
また、２操作を要するオン操作手段が必須でないことから、その第２切替操作を他の目的
で使用することができる。すなわち、例えば本実施形態のように、その第２切替操作（Ｓ
Ｗ－ＯＰＥＮ操作）を、表示条件に含ませることにより（ｂ「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」（
ＳＯＰＦ＝１）の条件）、表示条件に他の条件（ａ「初回計測終了後」（ＴＳＦ＝１）の
条件）が含まれていても、他の条件成立よりもこの第２切替操作を意識的に遅らせること
により、任意の期間だけ、前回計測値の確認をすることができる（図２４、図２５参照）
。
【００９０】
また、この場合も、第１切替操作（ＳＷオン－ＣＬＯＳＥ操作）から第２切替操作（ＳＷ
オン－ＯＰＥＮ操作）までの期間は、今回の計測の期間と重複する期間なので、今回の計
測を遅らせることなく、前回計測値の確認ができる。また、この第２切替操作を、今回計
測値確定後まで遅らせれば、前回計測値の表示が終了すると同時に今回計測値の表示とな
り、前回と今回の計測値の確認およびそれらの比較などがし易くなる（図２５参照）。
【００９１】
また、本実施形態における計測条件、すなわち、今回計測値を確定するための条件は、図
１１で前述のように、ｃ「初回計測値を除くこと」、ｄ「今回計測値を確定するためには
、所定範囲内（３２～４２℃）で連続４回最大値の更新がないこと」およびｅ「アラーム
後、所定時間（３秒）の計測値を除くこと」と定めている。
【００９２】
図１６に戻り、前述のように、測温発振終了割込が発生し、測温処理が起動されると、ま
ず、２回目以降（Ｔ２Ｆ＝１）か否かを判別する（Ｓ４１）。ここで、２回目以降のとき
には（Ｓ４１：Ｙｅｓ）、上述のｃ「初回計測値を除くこと」の条件が成立するので、次
に、最後のアラーム報知後、所定時間（３秒）経過しているか否かを判別し（Ｓ４８）、
経過していないときには（Ｓ４８：Ｎｏ）、そのときの測温値（計測値）を無視して、そ
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のまま終了する（Ｓ４７）。
【００９３】
一般の計測器において、例えば、ブザー、アラーム、他の表示手段などの、今回計測値を
表示する表示手段以外の報知手段を起動することが、電源電圧変動などの計測環境に影響
することがある。
【００９４】
そこで、電子体温計（計測器）１では、前述した初回計測値と同様に、今回計測値を確定
するときに、これらの誤計測の可能性のある期間の計測値を無視することにより、今回計
測値の信頼性を高めるようにしている。なお、上述の処理（Ｓ４８）では、その期間を、
所定時間（３秒）で定めているが、例えば、アラーム報知後、所定回数（例えば１回程度
）の試計測期間（計測値を無視する計測の期間）などに基づいて定めても良い。
【００９５】
また、本実施形態におけるアラーム報知（ブザーＢＺによる報知）は、正常な動作を行っ
ている場合、ＳＷオン－ＣＬＯＳＥ操作時にクリック音として（図２２中のαは、図２１
のチャタリング防止期間ｔｃｈ（３２～６３ｍｓ）＋分周期間（１００ｍｓ））、および
、今回計測値が確定したときにその終了報告として（図１９のＳ８７：３秒）、利用され
る。
【００９６】
しかし、前者による所定時間は、ｃ「初回計測値を除くこと」の条件と重複し（図２２参
照）、後者は、今回計測値確定後なので、（図２２の今回計測値確定直後のｎ＋１回目の
計測値が無視されるだけで、）計測の制限とはなっていない。
【００９７】
ただし、（例えば図１５のエラー報知（Ｓ３５）などの）他のタイミングで報知が行われ
れば（図２６参照）、その後の所定時間に行われた（図２６の例では３回目の）計測の計
測値を無視することになる（図２６の仮確定値（１）と仮確定値（２）は同一の値となる
）。
【００９８】
一方、最後のアラーム報知後、所定時間（３秒）が経過しているときには（Ｓ４８：Ｙｅ
ｓ）、次に、「今回値表示←計測値表示」に切り替えた（Ｓ４９：図１１の▲６▼）後、
今回計測値確定処理を行ってから（Ｓ５０）、処理を終了する（Ｓ４７）。
【００９９】
図１６で上述の今回計測値確定処理（Ｓ５０）が起動されると、図１９に示すように、ま
ず、測温カウント値Ｎｔを取得し（ＭＡＸＣＣ←Ｎｔ）（Ｓ７１）、次に、最大カウント
値を更新する（ＭＡＸＣＣ←ｍａｘ［ＭＡＸＣＣ，ＭＡＸＣ４］：ここで、ｍａｘ［ａ，
ｂ］は、ａまたはｂのいずれか大きい方の値）（Ｓ７２）。
【０１００】
最大カウント値更新（Ｓ７２）が終了すると、次に、その最大カウント値ＭＡＸＣＣが３
２℃におけるカウント値ＮＭＩＮより小さいか否かを判別し（Ｓ７３）、小さいときには
（Ｓ７３：Ｙｅｓ）、「計測値表示←低温度表示」（図１１のｈ）に切り替える（Ｓ７４
）。
【０１０１】
一般に、体温計では、計測対象の体温により感温部２が温まるまで、所定の時間を要する
ので、この場合、次に、２回目計測後、すなわち、試計測の初回計測を除き最初の計測が
終了してから、３分経過しているか否かを判別する（Ｓ７５）。
【０１０２】
３分経過していないときは（Ｓ７５：Ｎｏ）、まだ、感温部２が温まっていないものと判
別して、処理を終了するが（Ｓ７７）、経過しているときには（Ｓ７５：Ｙｅｓ）、電子
体温計１の測温範囲の下限値でもある３２℃に、３分経過しても満たないことから、計測
異常と判別して、ストップする（Ｓ７６）。なお、ここで、エラー報知などをするように
しても良い。
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【０１０３】
次に、最大カウント値ＭＡＸＣＣが所定のカウント値ＮＭＩＮ以上のときには（Ｓ７３：
Ｎｏ）、次に、その最大カウント値ＭＡＸＣＣが４２℃におけるカウント値ＮＭＡＸより
大きいか否かを判別し（Ｓ７８）、大きいときには（Ｓ７８：Ｙｅｓ）、「計測値表示←
高温度表示」（図１１のｇ）に切り替える（Ｓ７９）。
【０１０４】
本処理では、上述した最大カウント値更新（Ｓ７２）により得られた最大カウント値ＭＡ
ＸＣＣを保持（ホールド）するため、４２℃におけるカウント値ＮＭＡＸより大きい値が
出現すると、それ以降、所定の計測値範囲（３２～４２℃）にならない。すなわち、それ
以降の計測は無意味となるので、この場合も、計測異常と判別して、ストップする（Ｓ８
０）。なお、ここでも、エラー報知などをするようにしても良い。
【０１０５】
一般に、計測器には、電子体温計や電子血圧計など、正常な計測値が所定の計測値範囲内
の値となることが知られているものがある。本実施形態の電子体温計１もその種の計測器
であり、計測対象を体温として、所定の計測値範囲を３２～４２℃等と定めておくことに
より、計測値（体温）がこの計測値範囲内にあるときには正常、範囲外のときには不正と
判断できる。
【０１０６】
このため、上述のように、電子体温計１では、所定の計測値範囲（３２～４２℃）を計測
条件に含め（図１１のｄの前半）、今回計測値の確定（終了）の目安にすることにより、
３２℃未満や４２℃を超える値が計測されたときに、それを計測異常と判別している。ま
た、その場合、それ以降の計測は無意味となるので、計測を終了して、ストップしている
（Ｓ７６、Ｓ８０）。
【０１０７】
すなわち、電子体温計（計測器）１では、今回計測値が所定の計測値範囲内の値となるか
否かが確定したこと、言い換えれば、計測異常か否かが確定したことを、計測条件に含め
、それを、今回計測値の確定の目安にし、計測終了の条件としているので、計測に要する
時間の短縮ができ、これにより、再計測の機会がより早く得られるなど、操作性や利便性
が向上している。
【０１０８】
次に、最大カウント値ＭＡＸＣＣが所定のカウント値ＮＭＡＸ以下のときには（Ｓ７８：
Ｙｅｓ）、最大カウント値ＭＡＸＣＣが所定の計測値範囲（３２～４２℃）に対応するカ
ウント値なので、前述の（２）式および図８の直線近似データに基づいて測温値を求め（
Ｓ８１）、「計測値表示←測温値表示」（図１１のｉ）に切り替えた（Ｓ７９）後、記憶
値を更新する（Ｓ８３）。
【０１０９】
この記憶値更新（Ｓ８３）では、過去４回分の最大カウント値の履歴を記憶する。すなわ
ち、図１１で前述の計測条件ｃ～ｅのうちのｃ「初回計測値を除くこと」（図１６のＳ４
１参照）およびｅ「アラーム後、所定時間（３秒）の計測値を除くこと」（図１６のＳ４
８参照）は成立しているので、残る１つの条件であるｄ「今回計測値を確定するためには
、所定範囲内（３２～４２℃）で連続４回最大値の更新がないこと」を判別するために、
過去４回分の最大カウント値の履歴を記憶する。
【０１１０】
具体的には、図示のように、「第１カウント値ＭＡＸＣ１←第２カウント値ＭＡＸＣ２」
、「第２カウント値ＭＡＸＣ１←第３カウント値ＭＡＸＣ３」、「第３カウント値ＭＡＸ
Ｃ３←第４カウント値ＭＡＸＣ４」、および「第４カウント値ＭＡＸＣ４←最大カウント
値ＭＡＸＣＣ」の代入処理を行う（Ｓ８４）。
【０１１１】
記憶値更新（Ｓ８３）が終了すると、次に、今回計測値が確定済（ＴＥＦ＝１）か否かを
判別し（Ｓ８４）、確定済でないときには（Ｓ８４：Ｎｏ）、次に、連続４回最大値の更
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新がないか否かを判別する（Ｓ８５）。具体的には、最大カウント値が連続４回一定であ
ること、すなわち、「ＭＡＸＣ１＝ＭＡＸＣ２＝ＭＡＸＣ３＝ＭＡＸＣ４」か否かを判別
する（Ｓ８５）。
【０１１２】
そして、最大値の更新があったときには（Ｓ８５：Ｎｏ）、そのまま終了し（Ｓ８６）、
最大値の更新がないときには（Ｓ８５：Ｙｅｓ）、アラーム報知により測温の終了を報知
する（Ｓ８７）。この時点で、図１１で前述の計測条件ｃ～ｅが全て成立するので、次に
、今回計測値確定フラグをオン（ＴＥＦ＝１）にし（Ｓ８８）、表示切替処理を行った（
Ｓ８９）後、処理を終了する（Ｓ９０）。
【０１１３】
なお、ここで、表示切替処理（Ｓ８９）が挿入されているのは、後述の「表示条件に計測
条件の全部が含まれる場合（図２７～図２８参照）にも対応することを想定したものであ
り、そのような条件設定が想定できなければ、省略できる。
【０１１４】
一般に、計測器には、計測値が一定の値に収束するものがある。このような場合、計測値
の変化がなくなったとき、すなわち、計測値が一定となったときに最終値が得られる。た
だし、測定器には、所定の誤差が許容されているので、最終的に一定となるのを待たなく
とも、その誤差範囲内で、直線近似等により最終値を得ることができる。
【０１１５】
このため、電子体温計１の上述の「最大カウント値が連続４回一定である」の判別（Ｓ８
５）も、上述のような完全に一定になっているのを判別する方法ではなく、所定時間後に
一定になることを直線近似等により求めて、その値を最終値（体温）として確定すること
もできる。
【０１１６】
すなわち、電子体温計（計測器）１では、計測条件に、最近の計測値の変化が所定の変化
範囲内にあること（一定も含む）が含まれることにより、直線近似等により求めた値を今
回計測値にするなど、計測値確定（終了）の条件とすることができ、この結果、計測に要
する時間の短縮が可能になり、操作性や利便性を向上できる。
【０１１７】
一方、今回計測値が確定済（ＴＥＦ＝１）のときには（Ｓ８４：Ｙｅｓ）、次に、表示条
件が成立してから３０分経過しているか否かを判別し（Ｓ９１）、経過していないときに
は（Ｓ９１：Ｎｏ）、そのまま処理を終了し（Ｓ９３）、経過しているときには（Ｓ９１
：Ｙｅｓ）、ストップする（Ｓ９２）。
【０１１８】
次に、所定のストップ条件が成立すると、図２０に示すように、ストップ処理（ＳＴＯＰ
処理）が起動される。
【０１１９】
このストップ条件としては、（ａ）「ＬＣＤ表示←ＢＬＤ表示」に切り替え後、１分経過
したとき（図１２のＳ３～Ｓ４、図１３のＳ１２～Ｓ１３）、（ｂ）スイッチＳＷによる
オフ操作のためのＳＷ－ＣＬＯＳＥ割込が発生したとき（図１２のＳ５～Ｓ４）、（ｃ）
取得した基準カウント値Ｎｓが既知の値と一致せず、エラー報知がされたとき（図１５の
Ｓ３２～Ｓ３６）、（ｄ）２回目計測後３分経過しても測温範囲の下限値（３２℃）に満
たないとき（図１９のＳ７４～Ｓ７６）、（ｅ）測温値が測温範囲の上限値（４２℃）を
超えたとき（図１９のＳ７９～Ｓ８０）、および、（ｆ）表示条件が成立した後、３０分
経過しているとき（図１９のＳ９１～Ｓ９２）。
【０１２０】
そして、上述のストップ条件は、スイッチＳＷのオフ操作（ＳＷオフ）によるもの（上記
の（ｂ））、表示条件成立後の所定時間経過（オートオフ）によるもの（上述の（ｆ））
、および、何らかの異常（エラー）によるもの（上述の（ａ）、（ｃ）～（ｅ））、に大
別される（「ＳＷオフ orオートオフ orエラー」：図１１の▲４▼）。
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【０１２１】
これらの「ＳＷオフ orオートオフ orエラー」のストップ条件が成立して、ＳＴＯＰ処理が
起動されると、図２０に示すように、まず、今回値表示の表示情報（今回値表示情報）を
記憶した（Ｓ９５）後、オフ処理を行って（Ｓ９６）、全処理を終了する（Ｓ９７）。
【０１２２】
ここで、今回値表示情報には、図１１の▲５▼～▲６▼およびｇ～ｋの設定情報など、本
処理（ＳＴＯＰ処理）起動時の今回値表示を再現できるための情報が含まれる。そして、
この今回値表示情報は、今回値表示情報記憶（Ｓ９５）において、前回値表示情報に切り
替えられ、次回の計測まで前回値表示情報として保持される（Ｓ９５１）。
【０１２３】
また、オフ処理（Ｓ９６）では、測温許可フラグをオフ（ＴＳＦ＝０）にし、ＬＣＤ６の
表示をオフにするとともに、スイッチＳＷが電源スイッチを兼ねているときには、電源を
オフする（Ｓ９６）。
【０１２４】
上述のように、電子体温計（計測器）１では、スイッチＳＷ（オフ操作が可能なオフ操作
手段）によりオフ操作ができるので、任意の時点でオフ状態にすることができる。
【０１２５】
また、その時点で、今回計測値がまだ確定されていないときには、仮確定値表示（図１１
の▲６▼▲７▼：仮確定値の表示）や計測中を示す表示（図１１の▲５▼または▲６▼ｊ
）のための計測中表示情報を、今回値表示情報（今回計測値表示情報）として記憶するの
で、仮に計測途中でオフ状態にしても、次回のオン操作において、その仮確定値表示や計
測中を示す表示を前回値表示（前回計測値の表示）として表示できる。これにより、仮確
定値の表示情報から前回計測中の仮確定値を確認でき、計測中を示す表示情報から前回計
測途中でオフ状態となったことを知ることができる。
【０１２６】
なお、電子体温計１では、オフ操作手段として、オン操作手段と同一のスイッチＳＷ（構
成的にはキースイッチの一種：同一のスイッチの２度の押下の１度目がオン操作、２度目
がオフ操作）を使用しているが、オン操作手段とは別の手段（例えばオン操作手段がオン
スイッチの場合、オフ操作手段がオフスイッチ）としても良い。また、スライドスイッチ
やロータリースイッチの別の位置を、オン状態の位置とオフ状態の位置などのように定め
ることもできる。
【０１２７】
また、電子体温計（計測器）１では、所定の今回値表示期間（上述の例では３０分）が経
過したときに、オートオフのストップ条件が成立してＬＣＤ６の表示をオフする。すなわ
ち、自動的に表示を終了させるオートオフ機能（自動オフ切替手段）を備えているので、
ユーザが特になにもしなくても（オフ操作を忘れても）オフ状態に戻すことができる。
【０１２８】
なお、上述の例では、今回値表示期間を、所定時間（３０分）により定めているが、この
他、所定回数（例えば９００回程度）の計測期間などに基づいて定めても良い。
【０１２９】
上述のように、電子体温計１は、図１１～図２０を参照して説明した処理により、図２１
～図２６に示すように作動する。
【０１３０】
すなわち、電子体温計（計測器）１では、例えば図２１～図２２に示すように、今回の計
測の開始と同時（あるいは人目では判別しにくい程度に前後のタイミング：ほぼ同時）に
、前回値表示（前回計測値の表示）を開始するので、前回計測値の表示により前回計測値
の確認ができる。
【０１３１】
また、今回の計測の期間と表示条件が成立するまでの前回計測値の表示の期間とを重複さ
せることができる（両期間が並行して経過する）ので、前回計測値の表示の期間に今回の
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計測を進めることができる。すなわち、この期間に試計測期間などのいわゆるアイドリン
グ期間を設けられるので、前回計測値を確認した後、より信頼性の高い今回計測値をより
早く確認できる。
【０１３２】
また、所定の表示条件が成立した後に今回計測値を表示するので、その表示条件の定め方
により、表示する今回計測値をより信頼性の高いものにしたり、その表示タイミングを調
整したりするなどの、種々の工夫ができる。
【０１３３】
また、電子体温計（計測器）１では、所定の計測条件が成立した後に今回計測値を確定す
るので、例えば計測環境の条件や計測または確定・タイミングの条件（図１１のｃ～ｅ等
参照）など、計測値の信頼性や計測器の操作性・利便性などを高めるための種々の条件を
定め、それが成立後に今回計測値を確定することにより、その今回計測値の信頼性を高め
るなど、種々の工夫ができる。
【０１３４】
また、電子体温計（計測器）１では、表示条件に、今回計測値を確定する前提となる計測
条件の一部を含んでいる。すなわち、図２２または図２６などから明かなように、図１１
で前述の表示条件のうち、ａ「初回計測終了後」の条件は、同図の計測条件の、ｃ「初回
計測値を除くこと」の条件と実質的に同じであり、このａ「初回計測終了後」の条件を含
むことによって、表示条件の成立時には、他の表示条件に拘らず、必ずその計測条件（上
記ｃ）が成立している（図２３参照）。
【０１３５】
そして、このことにより、表示される計測値は、その計測条件を満足する計測値、すなわ
ち、初回の測温発振時における誤測温（誤計測）などのリスクを回避した信頼性の高い計
測値となる。また、この場合、表示条件に含まれる計測条件成立までの前回計測値の確認
期間が確保でき、かつ、前回計測値を確認した後、今回計測値をより早く確認できる。
【０１３６】
なお、表示条件に、計測条件の全部を含めても良い。例えば、図２７および図２８に示す
ように、上述の表示条件のａ「初回計測終了後」の条件の代わりに、計測条件の全部をそ
のまま含めれば、他の条件（例えば、図１１のｂ「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」の条件）に拘
らず、表示条件の成立時には、必ずその計測条件の全部が成立し、今回計測値が確定して
いるので、表示される計測値は、今回計測値となる。すなわち、この場合、表示条件に含
まれる計測条件成立までの前回計測値の確認期間が確保でき、かつ、前回計測値を確認し
た直後に、今回計測値を確認できる。
【０１３７】
また、表示条件に、所定の前回値表示期間が経過したことを含めることもできる。この場
合、前回値表示期間は、所定時間や所定回数の計測期間などに基づいて定めれば良い。例
えば、２回目計測終了までを前回値表示期間と定めれば、図２９～図３１に示すように、
（全点灯表示期間を廃止して、）他の条件に拘らず、最低限その分（２回目計測終了まで
）の期間だけは、前回計測値の確認ができる。
【０１３８】
すなわち、前回値表示期間として十分な期間を定めておけば、前回計測値の確認を十分に
行うことができる。また、この前回値表示期間は、今回の計測の期間と重複して（並行に
）経過する期間なので、今回の計測を遅らせることなく、前回計測値の確認ができる。
【０１３９】
また、前回計測値の表示に代えて今回計測値を表示する場合、表示条件に他の条件が含ま
れるときに、前回値表示期間を他の条件が成立するまでの期間より長く定めれば、図３１
～図３２に示すように、表示条件全体の成立時を前回値表示期間の経過時と一致させるこ
とができるので、所望の期間だけ前回計測値の確認を行うことができる。
【０１４０】
　なお、この場合の前回値表示期間も、所定時間（例えば１分程度）や所定回数（例えば
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３０回程度）の計測期間などに基づいて定めれば良い。
【０１４１】
なお、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、種々の態様で実施することが
できる。
【０１４２】
例えば、上述の実施形態では、本発明の計測器およびその表示方法を、電子体温計に適用
したが、電子体温計と同様の要望のある計測器、例えば電子血圧計や赤外線体温計などに
も適用できる。また、電子体温計や電子血圧計などの計測器と同様に、計測に先立ち、前
回の計測値を確認したいという要望のある計測器に適用できる。
【０１４３】
また、上述の実施形態では、前回計測値の表示に代えて、すなわち切り替えて、今回計測
値を表示するものであったが、前回計測値を確認した後、より信頼性の高い今回計測値を
より早く確認するという課題
（目的）や、上述した種々の作用・効果を得られる点において、前回計測値とともに今回
計測値を表示できる計測器、すなわち同時に確認できる計測器に対しても、適用できる。
【０１４４】
　また、上述の実施形態では、図２０で前述のように、所定のストップ条件が成立して、
ＳＴＯＰ処理が起動されると、今回値表示情報記憶（Ｓ９５）において、今回値表示情報
を無条件に新たな前回値表示情報として記憶し、次回の計測まで前回値表示情報として保
持する（Ｓ９５１）ようにしたが、この前回値表示情報の更新に所定の条件、すなわち次
回の計測において今回計測値を前回計測値として表示するための所定の条件（前回計測値
更新条件：以下単に「前回計測値条件」）を設けることもできる。
【０１４５】
具体的には、例えば図３３に示すように、ＳＴＯＰ処理が起動された後の今回値表示情報
記憶（Ｓ９５）において、まず、今回値表示の対象となっている測温値が３５℃以上の前
回計測値条件を満足するか否かを判別し（Ｓ９５０）、前回値表示情報を更新するか（Ｓ
９５０：Ｙｅｓ）、更新しないか（Ｓ９５０：Ｎｏ）を決定して、更新する場合（Ｓ９５
０：Ｙｅｓ）にのみ、今回値表示情報を新たな前回計測値として記憶して保持する（Ｓ９
５１）。
【０１４６】
すなわち、計測対象が体温の場合、生きている人間が確実に体温を測定すれば、生理学上
３５℃未満ということは有り得ない。上述の場合、３５℃以上の値であることを前回計測
値条件とするので、誤作動や誤操作により今回の測温値が３５℃未満となった場合（Ｓ９
５０：Ｎｏ）、前回計測値条件（Ｓ９５０）を満足せず、それまでの正常な計測値範囲の
（すなわち３５℃以上を示す）前回計測値表示情報を更新しない。
【０１４７】
一方、今回の測温値が３５℃以上の場合（Ｓ９５０：Ｙｅｓ）、前回計測値条件（Ｓ９５
０）を満足するので、今回の正常な測温値を示す今回計測値表示情報により前回計測値表
示情報を更新する（Ｓ９５１）。したがって、この場合の電子体温計１では、３５℃未満
の測温値になるという誤計測の発生の有無に拘らず、３５℃以上の所定の前回計測値条件
を満足する前回計測値を確実に確認できる。
【０１４８】
例えば、前述の実施形態では、前回値表示から今回値表示に切り替える表示条件として図
２１～図３１で前述の種々の条件を設定することにより、前回値表示において前回計測値
を確認する期間が確保されるが、表示条件に対する「ＳＷオン－ＯＰＥＮ後」の条件（図
１１のｂ）の比重が重い場合（図２１等参照）、ユーザが他に気を取られていて前回計測
値を確認しないままスイッチＳＷを離して（ＳＷオン－ＯＰＥＮ操作をして）しまう可能
性もある。
【０１４９】
まして、従来と同様に、「ＳＷオン－ＯＰＥＮ操作」のみによって、今回値表示に切り替
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わるような計測器（体温計）では、前回計測値を確認する期間が確保されていないので、
上記のような失敗をする可能性が非常に高い。すなわち、「ＳＷオン－ＣＬＯＳＥ操作」
直後に指が滑った（ＳＷオン－ＯＰＥＮ操作となる）だけで、表示が切り替わってしまい
、前回計測値を確認できなくなる（図３４参照）。
【０１５０】
このような場合、無条件で（すなわち正常な計測でなくても）前回計測値表示情報を更新
すると、今回値表示に切り替えられた直後に、ユーザが前回計測値を未確認だったことに
気がつき、あわててスイッチＳＷを押し（ＳＷオフ）、さらに押し直しても（ＳＷオン－
ＣＬＯＳＥ操作）、単にあわててスイッチＳＷを押す（ＳＷオフ）までの誤計測の結果に
よる前回計測値しか確認できない。
【０１５１】
それに対し、例えば図３３で上述の「３５℃以上」（Ｓ９５０）などの前回計測値条件を
設けておけば、上述の「前回計測値を確認しないままＳＷオン－ＯＰＥＮ操作をしてしま
う」などの失敗（誤操作）をしても、誤操作による（３５℃未満の誤計測値の）今回計測
値表示情報は記憶されない。
【０１５２】
すなわち、スイッチＳＷを押し直すだけで、今回の誤計測以前から記憶されていた（３５
℃以上の）所定の前回計測値条件を満足する前回計測値を確実に確認できるので、ユーザ
にとっての使い易さ（操作性）を向上できる。
【０１５３】
なお、上述のＳＴＯＰ処理を起動するストップ条件は、前述のように、「ＳＷオフ orオー
トオフ orエラー」であり、スイッチＳＷのオフ操作（ＳＷオフ）によるもの、表示条件成
立後の所定時間経過（オートオフ）によるもの、および、何らかの異常（エラー）による
ものに大別される（図１１の▲４▼参照）。
【０１５４】
このため、上述の「測温値が３５℃以上」の条件以外にも、例えば「測温値が３５℃以上
かつ４２℃以下」等としても良いし、例えば「エラーが発生していない」や「スイッチＳ
Ｗのオン操作（ＳＷオン－ＣＬＯＳＥ）からオフ操作（ＳＷオフ）までが１分以上」など
の他の条件を前回計測値条件として設けることもできる。
【０１５５】
また、上述の図３３を参照しての説明は、前述の実施形態に対応させて電子体温計１の場
合の説明となっているが、これは理解を容易にするためであって、他の計測器にも適用で
きる。すなわち、前述の電子血圧計や赤外線体温計などを初めとする他の計測器でも、一
般に、正常な計測値が所定の計測値条件を満たすことが知られているものがある。
【０１５６】
例えば、血圧計では「６０以上」や「２００以下」または「６０～１２０」など、心泊（
脈拍）計では「４０～１６０」など、体脂肪率計では「５～４０」など、の種々の前回計
測値条件を設けられる。
【０１５７】
また、一般的な（標準の）計測値条件でなくても、ユーザにとっての独自の（判断）基準
となる前回計測値条件、例えば体重計で「６０～６５（Ｋｇ）」などを任意に設定できる
ようにしても良い。また、この場合、逆に「６６Ｋｇ以上」のようにユーザ自身にとって
の異常値（アラーム値）のみを前回計測値として表示させるようにすることもできる。
【０１５８】
これらの計測器においても、前述の電子体温計１と同様に、今回の計測まで保持していた
前回計測値表示情報に基づいて前回計測値の表示を行うことにより、前回計測値の確認が
できる。
【０１５９】
また、所定の前回計測値条件を設け、今回の計測による今回計測値が所定の前回計測値条
件を満足する場合、今回計測値の表示のための今回計測値表示情報を、次回の計測まで前
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回計測値表示情報として保持することにより、次回の計測では、今回計測値を前回計測値
として表示できる。
【０１６０】
また、今回計測値が所定の前回計測値条件を満足しない場合、それまで保持していた前回
計測値表示情報を維持するようにすることにより、次回の計測では、今回の計測における
前回計測値を前回計測値として、すなわち、次回からみて前々回の計測値を前回計測値と
して表示できる。
【０１６１】
このため、正常な計測値範囲を前回計測値条件として定めておけば、たとえ今回の計測に
おいて、誤作動や誤操作による誤計測が発生しても、次回の計測においては、正常な計測
により計測された最後の計測値を前回計測値として表示できる一方、今回の計測が正常で
あれば、その計測値を次回の計測における前回計測値として表示できる。
【０１６２】
したがって、本発明を適用することにより、これらの計測器では、誤計測の発生の有無に
拘らず、所定の前回計測値条件を満足する前回計測値を確実に確認できる。
【０１６３】
その他、本発明を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能である。
【０１６４】
【発明の効果】
上述のように、本発明の計測器およびその表示方法によれば、誤計測の発生の有無に拘ら
ず、所定の前回計測値条件を満足する前回計測値を確実に確認できる、などの効果がある
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子体温計の外観斜視図である。
【図２】図１の電子体温計の組立図である。
【図３】図１の電子体温計内の電気回路図である。
【図４】図１の電子体温計内の回路基板図である。
【図５】図１の電子体温計の感温部の構造図である。
【図６】図１の電子体温計の表示部近傍の構造図である。
【図７】図１の電子体温計のブロック図である。
【図８】直線近似データの一例を示す図である。
【図９】表示部のＬＣＤの構成およびその表示例を示す説明図である。
【図１０】別の例を示す、図９と同様の図である。
【図１１】ＬＣＤの表示の種別、切替条件および表示データの流れを示すイメージ図であ
る。
【図１２】ＳＷ－ＣＬＯＳＥ処理を示すフローチャートである。
【図１３】ＢＬＤ表示処理を示すフローチャートである。
【図１４】計測開始処理を示すフローチャートである。
【図１５】基準発振周波数確認処理を示すフローチャートである。
【図１６】測温処理を示すフローチャートである。
【図１７】表示切替処理を示すフローチャートである。
【図１８】ＳＷ－ＯＰＥＮ処理を示すフローチャートである。
【図１９】今回計測値確定処理を示すフローチャートである。
【図２０】ＳＴＯＰ処理を示すフローチャートである。
【図２１】計測および表示に関する主要タイミングの一例を示すタイムチャートである。
【図２２】図２１の例に対応する内部処理の諸条件に関するタイムチャートである。
【図２３】別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図２４】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図２５】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図２６】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
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【図２７】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図２８】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図２９】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図３０】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図３１】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図３２】さらに別の例に対応する、図２２と同様のタイムチャートである。
【図３３】別の例を示す、図２０と同様の図である。
【図３４】従来例における、図２１と同様のタイムチャートである。
【符号の説明】
１　　　電子体温計
２　　　感温部
３　　　表示部
４　　　電源部
５　　　カスタム集積回路（ＩＣ）
６　　　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
７　　　回路基盤
２０　　温度検出部
２１　　測温発振回路
２２　　カウンタ
２３　　論理調整回路
４２　　ＢＬＤ回路
ＳＷ　　スイッチ
ＴＨ　　サーミスタ
ＲＳ　　基準抵抗
ＣＳ　　変換コンデンサ
ＢＺ　　圧電ブザー
ＢＴ　　電池
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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